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令和５年度５月補正予算　事業別一覧

会計  ０１  一般会計 （単位：千円）

款 項 目 大 中 小 事業名 予算額 所属
主要施策
ページ

03 01 01 21 01 19 住民税非課税世帯への臨時特別給付金給付事業 119,974 福祉課 5

03 02 01 01 01 37 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 55,386 こども政策課 6
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 補正予算の説明

１ 事業名

２ 概要

３ 補正予算の必要性

４ 主な執行予定経費

５ その他（概要図等）

【給付額】

１世帯当たり３万円

想定世帯数　3,700世帯

【支給対象者】

令和５年度分の住民税が非課税である世帯

【スケジュール】

７月上旬　確認書発送予定

【経費の負担】

【給付方法】

・市から世帯主へ確認書を送付し、その確認書の提出に基づき給付します。

・給付は原則口座振込とします。

住民税非課税世帯への臨時特別給付金給付事業におけるSDGｓの取組

119,974 千円 0

事業費

新規

備　考

千円

　電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業

エネルギー・食料品価格等の物価高騰によって家計への影響が大きい低所得世帯への支援のため

に、住民税非課税世帯１世帯当たり３万円を臨時的に給付します。

0

委託料
電算処理業務委託 6,270千円 新規

給付金支給窓口派遣業務 807千円 新規

主 要 施 策 補 正 予 算 説 明 書

小　事　業　名 住民税非課税世帯への臨時特別給付金給付事業

施策の体系
豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう

地域福祉

補正前予算額 今回補正額 補正後額

款 03 民生費 項 01 社会福祉費 目 01 社会福祉総務費

増加率

119,974
【新規】

分担金・負担金補正額
の財源
内訳

国庫支出金 県支出金 市債 使用料・手数料

千円千円 0 千円 0 千円 0 千円 0

作成課 【福祉部　福祉課】 事務事業番号 210119

千円 皆増

その他 一般財源

0 千円 119,974 千円

交付金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 111,000千円

区　分 内　容

　本事業は、国が示した給付事業であり、早急に給付措置を実施する必要があります。

実施に要する経費(給付金は、10/10、事務費は、１世帯当たり2,500円)について、国が補助
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 補正予算の説明

１ 事業名

２ 概要

３ 補正予算の必要性

４ 主な執行予定経費

５ その他

55,386 千円 0

主 要 施 策 補 正 予 算 説 明 書

小　事　業　名 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

施策の体系
その他（体系外）

その他

補正前予算額 今回補正額 補正後額

款 03 民生費 項 02 児童福祉費 目 01 児童福祉総務費

千円 皆増

その他 一般財源

0 千円 55,386 千円 55,386
【新規】

分担金・負担金補正額
の財源
内訳

国庫支出金 県支出金 市債 使用料・手数料

千円

　低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生

活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

0

　食費等の物価高騰の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計は悪化しています。このように物価高

騰の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯の生活の安定を図るため、特別給付金を早期に

支給する必要があります。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金

負担金 50,000千円 新規

委託料 総合福祉システム改修業務委託 2,100千円 新規

区　分 内　容 事業費 備　考

千円千円 0 千円 0 千円 0 千円 0

増加率

　【給付額】

　　児童１人当たり一律５万円

　【支給対象者】

（１）低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

　　① 令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けている者

　　② 公的年金等を受給していることにより、令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けていない者

    ③ 令和５年３月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近

　　　の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している者と同じ水準の収入の者

　【スケジュール】

　５月中旬 総合福祉システム改修

　５月下旬 通知文発送（支給対象者①）

　５月末 給付金支給（支給対象者①）

※②及び③の支給対象者については、申請書の提出を受け、可能な限り早期に支給

する。
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業におけるSDGｓの取組

　子育て世帯分）

作成課 【こども未来部　こども政策課】 事務事業番号 010137

　【給付額】

　　児童１人当たり一律５万円

（２）低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の

　【支給対象者】

　　① 令和４年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）」

※②の支給対象者については、申請書の提出を受け、可能な限り早期に支給する。

　【スケジュール】

　５月中旬 総合福祉システム改修

　５月下旬 通知文発送（支給対象者①）

　５月末 給付金支給（支給対象者①）

　　　を受給した者

　　②　①のほか、令和５年３月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場合、20歳未満。令和４年

　　　４月以降令和５年２月までに生まれる新生児も対象。）を養育する父母等であって、直近の収入

　　　の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の者
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